
 

令和５年７月２５日  

規則第    ２６号  

 

   八代市庁舎内市民交流エリア条例施行規則の一部を改正する規則  

 八代市庁舎内市民交流エリア条例施行規則（令和３年八代市規則第３３

号）の一部を次のように改正する。  

 別表  ２  備品等（１回当たり）の表に次のように加える。  

   附  則  

 この規則は、令和５年８月１日から施行する。  

 

演台（多目的ホール）  １台  １，１００円  


